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「私立学校被災児童生徒等就学支援事業費補助金」の取扱いの変更について（通知） 

 このことについて、令和６年度から下記のとおり取扱いを変更することとしたので通知します。 

 なお、本取扱に係る補助金交付要綱等の改正については、後日通知します。 

記 

１ 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校について、令和６年度以降に入園・入学した

幼児児童生徒等（以下「対象生徒等」という。）に対して行う入学選考料、入学金、授業料及び施設

整備費等（以下「入学選考料等」という。）の減免に要する経費は、本事業の補助対象経費から除く

こととする。 

２ 高等学校、特別支援学校及び専修学校（高等課程）について、令和６年度以降に入学した対象生徒

等に対して行う入学選考料等の減免に要する経費のうち、保護者等の所得が一定の額（年収目安約910

万円）を超える者に係る経費については、本事業の補助対象経費から除くこととする。 
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